
別表２

1 現推進方針の現状分析及び課題把握が行われているか。 ５･４･３･２･１ ×２

2
新スマートシティ推進方針策定において検討すべき、区のニーズの整理・分析
が行われているか。 ５･４･３･２･１ ×２

3
上記１・２を踏まえ、国、都及び他自治体のスマートシティにおける計画及び
取組の調査・研究がなされているか。 ５･４･３･２･１ ×２

1 スマートシティ推進でめざす10年後・20年後の板橋区の姿とそのイメージ図 ５･４･３･２･１ ×２

2
区の各部署が分野横断的にスマート化施策を進めていくための明確な指針とな
るビジョンと、その先を見据えた取組み ５･４･３･２･１ ×２

3
区のスマート化施策が、まちの価値を高める効果的かつ実践的な取組みとなる
ための仕組みづくり ５･４･３･２･１ ×３

4
高島平のまちづくりをはじめとする、区内の具体的な地域資源を踏まえた、区
のスマート化施策の取組みの方向性 ５･４･３･２･１ ×３

5 スマートシティを戦略的に推進していくための庁外との連携 ５･４･３･２･２ ×２

6 区の各部署の横断的連携を実現する持続可能な庁内組織体制 ５･４･３･２･１ ×２

1
業務量を把握し、実施フローや工程表が作成されており、責任者のもとに業務
を行う人員が十分整えられているか。 ５･４･３･２･１

2 総括責任者及び主たる業務担当者の知識、経験は豊富か。 ５･４･３･２･１

1
プレゼンテーションは、分かり易く高い表現力を持っており、質疑応答につい
ては明確に回答し説得力があるか。 ５･４･３･２･１

2 業務に関する熱意や意欲があるか。 ５･４･３･２･１
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１　プレゼンテーション内容

　【採点表】５点　大変優れている　４点　優れている　３点　普通　２点　やや劣る　１点　劣る

 １
板橋区スマート
シティ推進方針
の理解度
【重要項目②】

2.
新方針策定に向
けた提案
【重要項目①】

3.
業務実施体制の
構築
【重要項目③】

1の小計【満点120点】

4.
プレゼンテー
ションの力量

２次審査表【プレゼンテーション】

氏名　　　　　　　　　　

※重要項目順位は ①>②>③ の順位とする。合計点が同点の場合は、重要項目の評価点が高い順に順位とする。
※１はプレゼンテーションの審査員１名あたりの配点(120点満点)とする。
※２、３は事務局による事前採点とし、１の各審査員の合計に加算（70点満点）する。
※配点・採点の合計はプレゼンテーションの審査員の配点(120×６の720満点)と事務局による事前採点（70点満点）の790点満点と
する。

審査基準 配点・採点 加算 評価点

者
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25･20･15･10･5

10･8･6･4･2

10･8･6･4･2

5

10･8･6･4

10･8･6･4･2

70 70

３　企業体制（事務局による事前採点）

（１）業務執行技術力

過去５年間において、自治体等におけるスマートシティ推進方針又は計画策定の実績がある
か。
８件以上：10点、６～７件：８点、４～５件：６点、２～３件：４点、１件：２点、０件：
０点

上記業務を近隣自治体で行っているか。
23区内３件以上：10点、23区内２件：８点、23区内１件：６点、
都内市・政令指定都市：４点、その他地方自治体：２点

（２）地域要件

板橋区内に本社または営業所を有している　５点
板橋区内に本社または営業所を有していない　０点

（３）セキュリティ対策、各種認定の取得状況

・ISO 9001など、品質に関する認証を取得している。
・ISO14001など、環境に関する認証を取得している。
・ISO27001、プライバシーマークなど、情報管理に関する認証を取得している。
取得数４：10点、取得数３：８点、取得数２：６点、取得数１：４点、取得数０：０点

（４）自己資本比率

自己資本比率50％以上　　 10点
自己資本比率40％以上　   ８点
自己資本比率30％以上　   ６点
自己資本比率20％以上　   ４点
自己資本比率10％以上　　 ２点
自己資本比率10％未満　　 ０点

２・３の小計【満点70点】

総額が契約上限額の範囲内であり、その差が20％以上　 　　　 　    25点
総額が契約上限額の範囲内であり、その差が15％以上20％未満　      20点
総額が契約上限額の範囲内であり、その差が10%以上15％未満　       15点
総額が契約上限額の範囲内であり、その差が5％以上10％未満 　      10点
総額が契約上限額の範囲内であり、その差が5％未満　　　　　　     ５点
積算に妥当性がない                                            ０点

２　提案金額（事務局による事前採点）


